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議会運営委員会 

 

令 和 ２ 年 ６ 月 ２ 日 （ 火 ）               

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会               

 

○村田委員長   おはようございます。  

 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。  

 最初に、市長から御挨拶を頂きます。  

○加藤市長   おはようございます。  

 本日は、令和２年第２回の定例会のための議会運営委員会を開催していただきま

して、誠にありがとうございます。  

 さて、本定例会に上程いたします議案等につきましては、議案７件、報告が２件

であります。  

 議案の内訳といたしましては、議案第４２号、尾鷲市市税条例の一部改正につい

てから議案第４６号、尾鷲市国民健康保険条例の一部改正についてまでの条例関係

が５件と、議案第４７号、令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決に

ついてと議案第４８号、令和２年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）の議決についての予算関係が２件であります。  

 報告といたしましては、報告第２号、令和元年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越

計算書についてと、報告第３号、公益財団法人尾鷲文化振興会の令和２年度事業計

画及び予算についての計２件であります。  

 これら提出議案等の詳細につきましては、総務課長より説明いたさせます。よろ

しく御審議賜りますようお願い申し上げます。  

○竹平総務課長   それでは、令和２年第２回尾鷲市議会定例会への提出議案等に

ついて、御説明をさせていただきます。  

 通知をさせていただきます。  

 議案書の表紙の次のページを御覧願います。  

 このページは提出議案の目次となっております。本定例会の提出案件は、議案第

４２号、尾鷲市市税条例の一部改正についてから議案第４８号、令和２年度尾鷲市

国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の議決についてまでの議案７件、報

告が２件でございます。  

 それでは、各議案等について御説明をさせていただきます。  
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 １ページをお願いいたします。  

 １ページの議案第４２号、尾鷲市市税条例の一部改正についてにつきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等におい

て、令和２年２月から１０月までの任意の３か月間の売上高が前年の同期間に比べ

て３０％以上減少している者に対し、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を、

令和３年度分に限り軽減措置をすること及び軽自動車税環境性能割合の税率を１％

軽減する特例措置の適用期限を延長すること、また、政府の自粛要請を受けてイベ

ント等を中止した場合に、観客等が入場料等の払戻し請求権を放棄した場合には、

寄附金控除の適用が受けられること及び住宅建設の遅延等により、令和２年１２月

３１日までに居住の用に供することができなかった場合においても、住宅ローン控

除が特例措置の対象となるよう条例の一部を改正するものが主な内容でございます。  

 次に、３ページをお願いいたします。  

 議案第４３号、尾鷲市都市計画税条例の一部改正についてにつきましても、先ほ

ど説明した固定資産税の軽減措置と同様に、事業用家屋に係る都市計画税を軽減措

置するため、必要な事項を定めるものでございます。  

 次に、５ページ、議案第４４号、尾鷲市手数料徴収条例の一部改正についてにつ

きましては、除票等の記載事項、交付制度等を明確化する法改正が施行されたこと

に伴い、住民基本台帳法関係の号中において、除票の写し等を追加し整理をするも

のでございます。また、社会保障・税番号制制度における通知カードが廃止された

ことから、通知カードの再交付の事項を削除し、整理するものでございます。  

 次の議案第４５号、尾鷲市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてにつ

きましては、労働者が新型コロナ感染症に感染した場合及び感染の疑いのある場合

において休みやすい環境を整備するために、労務に服することができなかった被用

者を対象に、後期高齢者医療に係る傷病手当金の支給が三重県後期高齢者医療広域

連合で行われることから、傷病手当金の支給に係る申請者の受付事務を行うため必

要な事項を定めるものであります。  

 次に、９ページ、議案第４６号、尾鷲市国民健康保険条例の一部改正についてに

つきましては、後期高齢者医療と同様に新型コロナ感染症に感染した場合及び感染

の疑いのある場合において、労務に服することができなかった日から起算して３日

を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定

していた日について被用者を対象に傷病手当金を支給するため、必要な事項を定め

るものでございます。  
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 続きまして、１２ページをお願いいたします。  

 議案第４７号、令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決についてと

１３ページ、議案第４８号、令和２年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）の議決については、予算概要をお手元に配付の一般会計補正予算（第３

号）主要事項説明に取りまとめておりますので、その説明をもって御説明をさせて

いただきます。  

 通知をいたします。  

 主要事項説明の１ページをお願いいたします。  

 今回の補正提出の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で５ ,

２７１万４ ,０００円、国民健康保険事業会計で２１１万８ ,０００円を歳入歳出そ

れぞれ追加し、予算総額を２０２億９ ,０５２万３ ,０００円とするものであります。  

 それでは、歳入から御説明をさせていただきます。  

 ２ページをお願いいたします。  

 ２款地方譲与税１ ,５０５万３ ,０００円の増額は、森林環境譲与税が、当初の計

画より前倒しで増額交付されることが決定したことによるものでございます。  

 次に、１４款国庫支出金３５９万４ ,０００円の増額は、生活困窮者自立支援事

業等国庫負担金１７８万３ ,０００円及び感染拡大防止対策に対する保育対策総合

支援事業費補助金等３１６万２ ,０００円の追加と、事業の不採択による地方創生

推進交付金３４６万９ ,０００円の減額が主なものでございます。  

 次に、１５款県支出金４０万６ ,０００円の増額は、豚コレラ対策費用として新

設されたイノシシ捕獲強化事業費補助金の追加でございます。  

 １８款繰入金３ ,１３６万１ ,０００円の増額は、今回の補正財源として財政調整

基金から繰り入れるもので、２０款諸収入２３０万円の増額は、一般コミュニティ

ーセンター助成事業が早田地区の団体に認められたことに対する一般コミュニティ

助成事業助成金の追加でございます。  

 次に、歳出について御説明をいたします。  

 ３ページを御覧願います。  

 各款別の補正額は、一覧表に記載のとおりでございます。このうち主なものにつ

いて、次の４ページで御説明をさせていただきます。  

 まず、議会費２１０万４ ,０００円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大を

受け、子育て世帯への支援を目的に、任期満了となる令和３年６月１０日までの議

員報酬の一部を減額していただくことによるものでございます。  
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 次に、総務費、財産管理費、基金積立金１ ,２６７万８ ,０００円は、森林環境整

備等に係る財源を確保するため、森林環境譲与税基金に積み立てるものでございま

す。  

 コミュニティーセンター活動経費２３０万円は、早田浦共同組合に対する一般コ

ミュニティ助成事業補助金として追加するものでございます。  

 次に、民生費ですが、社会福祉総務費７７５万５ ,０００円は、令和元年１０月

からの消費税増税に伴う低所得者に対する軽減措置の拡充に要する費用として、紀

北広域連合負担金を増額するものでございます。  

 生活困窮者自立支援事業費２３８万円は、生活困窮者相談窓口の相談件数等の増

加による放課後児童クラブ運営委託料と、同じく対象件数の増加に伴う住居確保給

付金の増額によるものでございます。  

 児童福祉総務費、放課後児童健全育成事業３７０万４ ,０００円は、小学校の臨

時休業に伴う放課後児童クラブ運営委託料２２５万８ ,０００円の増額と、新規で

追加する放課後児童クラブ通所自粛にかかる利用料補助金が主なものでございます。  

 次に、児童措置費では、保育所への感染拡大防止対策としての補助金３１６万３ ,

０００円と、子育て世帯への臨時特別給付金１ ,６００万円の追加が主なものでご

ざいます。  

 母子福祉費では、一人親家庭への臨時特別給付金２４５万円の追加が主なもので

ございます。  

 次に、農林水産業費、林業振興費、森林経営管理事業２３７万５ ,０００円は、

事業量の増加に伴う森林経営管理事業業務委託料の増額でございます。  

 次に、商工費では、商工振興費、産業開発促進事業１４７万５ ,０００円の減額

は、地方創生推進交付金が不採択になったことに伴う事業の精査による食の産業開

発促進事業補助金１００万円の減額が主なものでございます。  

 観光費、観光振興事業２３０万円の減額は、中止決定を行ったおわせ港まつり補

助金２００万円の皆減が主なものでございます。  

 土木費、河川総務費１６７万円は、岡ノ川護岸復旧工事に係る建物等調査業務委

託料を追加するものでございます。  

 教育費、事務局費２９万３ ,０００円は、小学校の臨時休業に伴う学校給食費等

補助金を新規に追加するものでございます。  

 続きまして、６ページをお願いいたします。  

 債務負担行為補正ですが、漁業経営維持安定資金利子補給金及び漁業経営維持安
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定資金保証料補助金の２件の追加で、いずれも期間を令和３年度から令和２０年度

までとし、限度額を表のとおり定めるものでございます。  

 一般会計については以上でございます。  

 続きまして、７ページ、国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について

御説明をさせていただきます。  

 補正額は、歳入歳出それぞれ２１１万８ ,０００円を追加し、歳入歳出総額を２

３億２ ,６４８万６ ,０００円とするものでございます。  

 歳入は、県支出金で２１１万８ ,０００円の増額、歳出は、保険給付費で新型コ

ロナウイス感染症に係る傷病手当金２１１万８ ,０００円の追加でございます。  

 補正予算関連議案の説明は以上でございます。  

 通知をさせていただきます。議案書１４ページをお願いいたします。  

 報告第２号でございます。  

 報告第２号、令和元年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越計算書についてにつきま

しては、次のページの繰越計算書にありますように、梶賀第一トンネル長寿命化修

繕事業をはじめ４事業について、地方自治法施行例第１４６条第１項の規定により、

事業費を翌年度に繰り越した内容について、同条第２項の規定により報告するもの

でございます。  

 次に、１６ページ、報告第３号をお願いします。  

 公益財団法人尾鷲文化振興会の令和２年度事業計画及び予算についてにつきまし

ては、文化振興会の評議員会の承認を得ましたので、地方自治法第２４３条の３第

２項の規定により、別冊のとおり報告させていただくものでございます。  

 私からの説明は以上でございます。  

○下村副市長   先ほど総務課長から報告のありました報告第３号、公益財団法人

尾鷲文化振興会の令和２年度事業計画及び予算についてなんですが、この件につき

ましては、３月に評議員会、理事会が開催されており、その後、コロナウイルスの

感染症の関連で自粛要請ということで、事業計画が大幅に変更になると思われます。  

 今月、決算を控えて評議員会、理事会が開催されると思うんですが、今後につき

ましても収容人員の収容率の規制等がございますので、その辺も踏まえて、大幅な

予算関係につきましても多少変わってくるものと思われます。  

 以上、報告させていただきます。  

○村田委員長   今回の定例会に提出予定であります７議案と報告２件につきまし

て、ただいま執行部のほうから説明がございました。  
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 この説明につきまして、御質疑や御意見ありましたら、御発言願いたいと思いま

す。  

○三鬼（和）委員   １点お伺いしたいんですけど、１日に広報おわせが配布され

ましたけど、その中には、水道の基本料金３か月分を免除する等々も載っておるん

ですけど、今回、水道部の補正がないのですけど、それはどういう判断ですか。  

○下村副市長   水道部においては歳入でございますので、額が確定する９月もし

くは１２月で補正をさせていただきたいと思っております。  

○三鬼（和）委員   もう一点、新型コロナウイルス感染症のことで非常に大変で、

県においてもスピード感を持ってということでいろいろ取り組まれておるんですけ

ど、今回、先ほどの説明の中で、福祉のほうの手当が載っておるんですけど、これ、

財源を見ると市費になっておるんですけど、これは国からの臨時交付金等々に関係

なしで、市単でこういった手当を行うという判断の受け取り方でいいんですか。ど

うなんですか。将来的に財源構成なんかをまた考えてやるんですか。  

○下村副市長   さきの行政常任委員会でもお答えさせていただきましたが、臨時

交付金の財源に使うかどうかにつきましては、今後、尾鷲市独自の新たな支援策と

いうことも踏まえて、今定例会終了後にまた臨時会の開催をお願いすることもある

ということと、また、国の２次補正が出てきた場合、どういったものに利用できる

かということを精査して、させていただきたいと思っております。  

○村田委員長   よろしいですか。  

○南委員   先ほどの三鬼和昭さんの水道料金の減免のことで関連して、参考まで

にちょっと教えていただきたいんですけれども、当然、料金を増額する場合は条例

改正をして、新たなしっかりとした改定した上でやらなくちゃならないというのは

当然なんだけれども、こういった基本料金の減額の場合は、条例等やとか規則やと

か、そういった面は触らなくてもよろしいんですか。それだけ参考までに。  

○下村副市長   この減免につきましては、条例で災害等ということがありますの

で、それを利用させていただくということになります。  

○南委員   災害等という中で、範囲の中で運用するということなんですか。  

○下村副市長   はい。そのようにさせていただきたいと思います。  

○村田委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでありますので、７議案と報告２件につきましては、今



－７－ 

定例会に上程をいたすことにいたします。  

 続きまして、今定例会においては、５月７日開催の議会運営委員会、全員協議会

において、一般質問の通告締切日から一般質問の初日までの期間の運用変更につい

ての方向性は、皆さんに御確認を頂いておるところでありますけれども、その後、

会期及び議事日程（案）、一般質問、議案質疑等の通告書の提出期限などについて

説明をさせていただくことになります。  

 本来は、全員協議会において議員の皆さん方に最終的な申合せ事項の確認をして

いただく必要がありますけれども、先般からの協議の中で、この申合せ事項の改正

内容につきましては、皆様にほぼ御理解を頂いていることと理解をし、議長の御了

承の下、一般質問の通告書提出期限、また、それに伴いまして議案に対する質疑の

申合せ事項の改正につきましても、併せてこの場で御確認を頂きたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思います。  

 それでは、事務局から説明をしていただきます。  

○高芝議会事務局長   それでは、申合せ事項の改正案について、説明させていた

だきます。  

 この改正案につきましては、先般、開催していただきました議会運営委員会、全

員協議会におきまして御協議された内容を踏まえ、一般質問及び議案に対する質疑

の通告締切日を従前よりも１日短縮し、一般質問の初日までの期間に１日余裕を持

たせるために作成させていただいたものでございます。  

 申合せ事項、一般質問についての６項目め及び議案に対する質疑についての４項

目め、赤字部分を御覧ください。  

 それぞれ通告書の受付は、議会運営委員会閉会後から本会議開会翌々日の午前１

１時までとなっていたものを、本会議開会翌日の午前１１時までとしていただく改

正でございます。  

 なお、従前から、第２回定例会につきましては、開会初日に役員改選をしていた

だく関係もあり、他の定例会より１日遅い締切日としておりますので、今後も、第

２回定例会につきましては、本会議開会翌々日の午前１１時を通告書提出期限とし

て運用させていただきたいと思います。  

 説明は以上でございます。  

○村田委員長   皆さんに御確認を頂くことは、今説明をしたとおりでございます

が、これについて御発言ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○村田委員長   ないようでありますので、ただいまの局長の説明のとおり進めさ

せていただきますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  

 議長から発言がありますので……。  

○高芝議会事務局長   発議を先……。  

○村田委員長   発議、先行きますか。  

 それでは、発議を先に行きますので、発議について、事務局より説明をいたしま

す。  

○高芝議会事務局長   それでは、事項書２番目の発議について、説明させていた

だきます。  

 発議第５号、尾鷲市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて（案）でございますが、この条例につきましては、新型コロナウイルス感染症

拡大により、深刻な影響を受けている市民の皆様と市内事業者の状況などを踏まえ、

当市議会における議員報酬を、本案を可決していただいた日から任期満了日まで

５％減額することに伴う一部改正でございます。  

 なお、この発議の取扱いでございますが、本定例会初日６月８日に上程し、議決

頂くという取扱いでよろしいか、御協議をお願いしたいと思います。  

 説明は以上でございます。  

○村田委員長   議長から発言はありますか、ないですね、この件についてはない

ですね。  

○三鬼（和）委員   ただいまの説明で結構だと思います。  

 ただ、前のときにも議長は、このコロナ対策として減額したものを活用していた

だくように執行部に申し入れるということがあったんですけど、もう少しやっぱり

具体的に子育てであるとか教育であるとか、そういったやっぱり我々も減額した中

で、どういうふうに活用されてきたというのがよく分かるというようなのに、ちょ

っと正副議長なり正副委員長なりで、議運の委員長等々も含めて、その辺詰めてい

ただけないかなと思うところがあるんですけど。  

 例えば教育やったら教育に使うとか、子育てにするとかってもっと具体的なとこ

ろで生かすほうが、市民の方にも分かっていただけるのではないかなとふと思いま

したので、お願いしたいなと思っている……。  

○村田委員長   この件について議長、どう判断されますか。  

○濵中議長   先ほど説明を頂いたように、子育て世代に対する市独自の支援策と

いう形で発案をさせていただいております。市単独でやる支援策というのは、執行
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部のほうから出されているものはある程度限定されているのかなと思っておりまし

たので、そういったあたりで御理解頂けるのではないかというつもりで、この形を

取らせてもらっておりますけれども、それ以上のピンポイントのものが必要である

ならば、御意見を頂いてもいいのかなとは思いますけれども、どうでしょうか。  

○三鬼（和）委員   そういった手当にこれが入っておるという形でも結構ですし、

あるいは、教育のところでこういったものが不足している、今回、コロナ禍の中で、

こういった教育に窮屈があったということで、これを改善するために我々が減額し

たものが生かされたってなったら、それはもっと目に見えて有益な形、議会として

有益になるのではないかなと思うので、私個人的には今、どれとはあれなんですけ

ど、その辺を重々した上で、できたら具体的なところにこれが投入された、この資

金が投入されたというような形をつくっていただければ、議長等の御尽力でそうい

った形にしていただければいいかなと希望です。  

○濵中議長   例えば、これ、議会が減額させていただいたことによって、新たな

施策を執行部が考えていただける場面があるんであれば、もっと分かりやすいこと

もあるかと思うんですけれども、なかなか新しいものをという余裕が、執行部のほ

うでどうなのかなというあたりもあります。  

 なので、現在、執行部のほうから出されている施策に対しての足しにしていただ

くという部分であれば、子育て世代という形で幅広く、それで、執行部のほうで、

この部分で手当てをさせていただきましたという形もあろうかと思うんですけれど

も、どうでしょうか。  

○村田委員長   今議長おっしゃったように、いわゆる今、議長の説明のとおりい

きたいと思うんですが、個々にということであれば、予算執行した後に、執行部か

ら報道等に報告を頂いて、そして皆さんに知っていただくと、こういう形でもよろ

しいんじゃないかと思いますので、その辺のところは、開会までに議長共々協議を

してまいりますので、よろしくお願いいたします。  

○髙村委員   関連しまして、私も、やはり尾鷲のため、尾鷲に残るものを考えて

いただいて、やっぱりコロナで頑張って、尾鷲の復興のためにこれは役立つんじゃ

ないか、ＰＲしているんじゃないかというものを、皆さんから応募をして、それに

お金を投入していただいたほうがいいと思います。  

 以上です。  

○村田委員長   御意見ありがとうございます。  

 ただ、開会まで少し時間が限られておりますので、その辺のところも議長共々話
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をして、できるだけ御意見、御意向に沿うような形で進めてまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。  

 次に……。よろしいですか。  

○高芝議会事務局長   すみません、発議第５号に関する提出者及び賛成者につい

て御協議頂きたいと思います。  

○濵中議長   この発議の取扱いにつきましては、議長または議会運営委員長より

発言提出者を、議会運営委員会村田委員長に……。あっ、ごめんなさい、ちょっと

待って。ごめんなさい。発議の提案者を議会運営委員会の委員長に、賛成者をその

他議長以外の全議員にお願いする形で進めたいと思います。  

（「賛成」と呼ぶ者あり）  

○濵中議長   よろしいですか。  

○村田委員長   はい。よろしくお願いいたします。  

 次に、会期及び議事日程案についての説明でございますけれども、議長より発言

がありますので、許可します。  

○濵中議長   実は、一般質問であるとか質疑についてなんですけれども、全国的

にもまた県内でも、６月定例会の一般質問、質疑などを自粛しようという、そうい

った報道が流れております。  

 これは、現在、特別給付金などの事務事業で職員が手を取られている中、やっぱ

り市民の方の対応に支障を来すおそれがあるというような理由でのことが多いよう

です。  

 尾鷲市議会もどうするのかということを考えたときに、一応市民サービス課のほ

うでこの特別給付金の事務作業は中心となってやっておるんですけれども、今日時

点で確認をしたところ、六、七割以上のものが処理が進んでおると、思ったよりス

ムーズにいっているように聞いております。  

 ただ、やはり市民の方々の問合せであるとか、その他の対応についてかなり時間

も取られているということもありますので、そういったあたり、これを自粛するも

のなのかどうなのか、皆さんの御意見をお伺いできればと思います。  

○村田委員長   ただいま議長から発言がございましたように、一般質問を予定ど

おり行っていくのか否かということで御発言がございましたけれども。  

 執行部、その前に、執行部の現在の状況を説明頂きたいと思いますが。  

○下村副市長   給付金につきましては、各課から応援を出して順調に業務を進め

ておるような状況でございます。主になっておるのが市民サービス課となっており
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ますので、課長補佐を中心に給付作業に関わっておると。その他の課については、

通常業務のふうに就いておるというような状況であります。  

○村田委員長   今の執行部の説明ですと、これは順調に進んでおりますから、別

段、一般質問を行っても支障はないということなんですね。  

 今の副市長の説明を踏まえた上で、この点につきまして御意見がございましたら、

御発言願いたいと思いますが。  

○南委員   今の、執行部が順調よくいっているということでは特段という話なの

で理解するんですけれども、やはり一般質問については、議員個々の年に４回の花

形のことですので、できたらそこら辺も踏まえた上で、議員個々が判断したらいい

んじゃないんかなというような思いが、あえて一般質問を中止にしようかというわ

けじゃなしに、議員個々の判断にお任せするということで決めていただいたら。通

常どおりお願いします。  

○村田委員長   通常どおり進めていくという御意見がございましたが、そのほか

に御意見ございませんか。  

○三鬼（和）委員   一般質問はそういった考え方で結構だと思いますけど、先ほ

ど議長の発言の中に質疑とおっしゃったけど、質疑は我々は仕事ですので、これは

本会議で質疑するか、委員会で質疑するかは別にしてでも、それぞれ理解しながら、

質疑をちょっと否定しちゃうと、我々議会開催しても意義がなくなっていくので、

その辺は訂正してほしいと思います。  

○村田委員長   もちろん一般質問も質疑のほうも議員が本領とする、いわゆる職

務でございますので、その辺のところを制限するわけでなくって、いわゆるこうい

う時期でありますので、自分で御判断を頂いて、縮めるところは縮めていただける

というような、そういう皆さんに御意識を持っていただきたいということでありま

すので、よろしくお願いを申し上げます。  

 そのほかに御意見ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでございますので、通常どおり一般質問を行うというこ

とで決定をいたしたいと思います。  

 次に、会期及び議事日程、これを踏まえて、説明よろしくお願いします。  

○高芝議会事務局長   それでは、次に、事項書３番目の会期及び議事日程（案）

について、説明させていただきます。  

 会期は、６月８日月曜日から６月２４日水曜日までの１７日間でございます。  
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 会議は、いずれも午前１０時開会とさせていただいております。  

 ６月８日に本会議を開会いたしまして、会議録署名議員の指名、会期の決定の後、

発議上程、提案説明、質疑、討論、採決、これは、先ほど説明させていただきまし

た発議第５号、尾鷲市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いてでございます。  

 次に、発議上程、採決、これは議会運営委員会委員の選任及び行政常任委員会補

欠委員の選任についてでございます。  

 なお、この行政常任委員会補欠委員の選任につきましては、常任委員会は議長を

除く全議員が所属することとなっておりますので、議長改選により議長の交代があ

った場合に、日程追加で、現議長を委員に選任していただく発議のほうを上程いた

だく予定としております。  

 また、正副議長の選挙を含めた議会構成につきましても日程に追加して行ってい

ただく予定であり、選挙等の進行予定につきましては、後ほど説明をさせていただ

きます。  

 翌９日火曜日、本会議、審議の内容は、議案上程、提案説明、審議留保。これは、

先ほど執行部より説明のありました議案第４２号、尾鷲市市税条例の一部改正につ

いてから議案第４８号、令和２年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）の議決についてまでの議案７件についてでございます。  

 次に、報告、質疑、これは、報告第２号、令和元年度尾鷲市一般会計繰越明許費

繰越計算書について及び報告第３号、公益財団法人尾鷲文化振興会の令和２年度事

業計画及び予算についての報告２件についてでございます。  

 次に、１０日水曜日から１２日金曜日までは議案調査のため休会、１３日、１４

日は土日のため休会となります。  

 １５日月曜日に本会議を再開していただきまして、９日に上程、提案され、審議

留保となっておりました議案に対する質疑の後、委員会付託を行い、一般質問に入

っていただきます。  

 １８日木曜日から、土日を挟みまして、２２日月曜日まで行政常任委員会を開催

していただき、議案及び所管事項の審査を行っていただきます。  

 ２３日火曜日は予備日とし、翌２４日水曜日に本会議を再開し、常任委員会に付

託されました議案の審査結果等についての委員長報告、委員長報告に対する質疑、

討論の後、採決を行っていただき、閉会となる予定でございます。  

 なお、議事日程には記載しておりませんが、今回は、新型コロナウイルス感染症
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拡大防止のため、書面で開催されました東海市議会議長会定期総会並びに全国市議

会議長会定期総会におきまして、永年勤続の表彰が行われ、議員勤続では、三鬼和

昭議員が勤続２５年以上の特別表彰、奥田尚佳議員が勤続１０年以上の一般表彰を

受けられました。  

 つきましては、その表彰の伝達を本定例会最終日となります６月２４日水曜日の

冒頭に行う予定とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  

 委員長、続けて、一般質問通告書等の説明をさせていただきます。  

○村田委員長   どうぞ。  

○高芝議会事務局長   まず、事項書４番目をお願いします。  

 一般質問発言通告書提出期限につきましては、６月１０日水曜日の午前１１時と

させていただいております。  

 次に、事項書５番目の議案質疑発言通告書提出期限につきましては、報告第２号

及び報告第３号については６月５日金曜日の午前１１時、議案第４２号から議案第

４８号については、６月１０日水曜日の午前１１時とさせていただいております。  

 次に、事項書６番目の討論発言通告書提出期限につきましては、６月２３日火曜

日の午前１１時とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  

 なお、ただいま議案付託表案のほうを通知させていただきましたので、御確認く

ださい。  

 説明は以上でございます。  

○村田委員長   説明は以上のとおりでございますけれども、ただいまの説明につ

いて御意見ある方は御発言願いたいと思いますが、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでありますので、ただいまの説明のとおり進めていきた

いと思います。  

 次に、引き続き７番の説明を事務局、よろしくお願いいたします。  

○高芝議会事務局長   それでは、事項書７番、議会構成に係る発議について、説

明させていただきます。  

 発議第６号、議会運営委員の選任について（案）と発議第７号、行政常任委員会

補欠委員の選任について（案）の発議２件でございます。このうち、議会運営委員

の任期は尾鷲市市議会委員会条例で１年と定められておりますことから、今定例会

の冒頭に新たに選任するものでございます。  

 また、発議第７号につきましては、常任委員の任期は議員の任期となっており、
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常任委員会は議長を除く全議員が所属することとなっておりますので、議長改選に

より議長の交代があった場合に、日程追加で現議長を委員に選任していただき、新

議長につきましては、後刻議場におきまして常任委員を辞するという取扱いとなり

ますので、よろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

○村田委員長   引き続き、８番もお願いいたします。  

○高芝議会事務局長   それでは、続けて、事項書８番目の議会構成に伴います議

事及び選挙進行予定について、説明させていただきます。  

 今定例会初日、６月８日でございますが、まず、５番目の発議第５号を議決頂い

た後、６番目の議長選挙、７番目の副議長選挙を行っていただきます。ここで暫時

休憩していただき、全員協議会を開催し、８番目の議選監査委員の選出、９番目の

常任委員会委員の選出を行っていただきます。  

 その後、本会議を再開していただきまして、全員協議会で選出頂きました議選監

査委員の選任についてを追加議案として執行部より提案していただき、選任同意の

採決を取っていただきます。次に、１１番目の行政常任委員会補欠委員の選任につ

きましては、議長改選により議長の交代があった場合に、現議長を委員に選任して

いただきます。なお、委員会条例の規定に基づき、ここで新議長につきましては常

任委員を辞するということになります。  

 その後、暫時休憩していただき、常任委員会を開いて、１２番、正副委員長を互

選していただきます。  

 続けて、次に、２回目の全員協議会を開催していただき、１３番目の常任委員会

の正副委員長の互選結果の発表、１４番目の議会運営委員７名を選出していただき

ます。  

 次に、本会議を再開していただき、議長のほうから常任委員会の正副委員長の互

選結果の報告、そして１６番目の議会運営委員７名の選任を行っていただきます。  

 その後、本会議を暫時休憩し、議会運営委員会を開催していただき、正副委員長

の互選、続けて、全員協議会におきまして１８番目の議会運営委員会の正副委員長

の互選結果の発表、次に、１９番目の紀北広域連合議会の議員６名のうち、申合せ

による議長及び行政常任委員長を除いた残り４名の組合議会議員の選出、また、２

０番目の三重紀北消防組合議会の議員４名のうち、申合せによる議長、行政常任委

員長を除いた残り２名の組合議会議員の選出を行っていただきます。  

 その後、本会議を再開していただきまして、２１番目の議会運営委員会の正副委
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員長を議長のほうから報告していただき、次に、２２番、２３番の各組合議会の議

員を議長の指名推選の方法でそれぞれ選挙していただきます。  

 説明は以上でございます。  

○村田委員長   ７項目めの議会構成について及び８項目めの議事及び選挙進行予

定（案）についての説明がございました。  

 これについて御異議ございますか。御意見ございませんね。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでありますので、説明のとおり進めていきたいと思いま

す。  

 次に、定例会初日の執行部の出席者についてでありますけれども、市長、副市長、

教育長、政策調整課長、総務課長といたしたいと思いますが、御異議ございません

か。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでございますので、定例会の初日の執行部の出席者は、

ただいま申し上げたとおりとさせていただきます。  

 次に、議員懇談会について、議長から発言がございます。  

○濵中議長   この後の全員協議会でも御報告させていただきますけれども、正副

議長選挙立候補者の所信表明につきましては、６月４日木曜日の午前１０時より議

員懇談会を開催し、その中で行っていただきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。  

○村田委員長   以上で議会運営委員会の事項書の審議、全部終わりましたので、

これで議会運営委員会を閉じます。御苦労さんでした。  

（午前１０時４２分  閉会）  


